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※令和2年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）

音楽事業の開催を通し、犬山市の音楽文化の発展に寄与している。また、７団体の会員の生き
がいづくり、居場所づくりに貢献しており、市民の心の健康づくりの一助となっている。

―

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

51,402

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） 51,402

補助率、補助額 補助対象経費の50％以下（予算の範囲内）

補助限度額 200,000円

精算の有無
（変更交付）

その理由
新型コロナウイルスの影響により事業を縮小し、繰越
金過多となったため

105,000

演奏活動助成金 550,000

補助対象経費の内訳

7,956

諸会費 5,000

おんぶんコンサート 18,000

消耗品費 30,992

会議費 3,910

事務費 2,178

うち補助事業全体の経費 723,036

補助金の使途

うち補助対象経費 723,036

加盟団体助成金(7団体)

通信運搬費

（200,000

市の補助金を使って
実施した事業の内容

例年実施している「おんぶんコンサート」を代替え事業として4団体59名による公開リハーサルを
開催。
また団体会員7団体会員151名の団体活動助成を行った。

補助事業者の会計全体の決算額（支出） 723,036

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

誰もが参加することができるしの音楽文化団体の総括であり、市民音楽祭を実施するなど毎年積極的な活動
を展開している。また同時に音楽団体の支援、音楽教育活動の推進など、市の音楽文化の振興に年間を通
して寄与しているため。

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

  犬山音楽文化協会は、市の音楽文化振興のため、市内中学校の吹奏楽への講師派遣事業の
協力をはじめ、自主的な活動として市民音楽祭等を開催している社会教育団体である。団体の育
成を図り、持続的な活動を支援するために、当該補助金の交付は必要である。

平成30年度実績 令和元年度実績 令和2年度実績 令和3年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
200,000 200,000 83,034 200,000

（200,000 （200,000 （83,034

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市社会教育団体育成補助金等交
付要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

特定団体への補助 補助開始年度 昭和63年度 補助終了年度 未設定

関係規定

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

犬山音楽文化協会 代表者名 会長　河村　共久

― 条例 ―

補助金の交付状況に係る調書【令和２年度交付分】

市の担当部課 教育部文化スポーツ課

問い合わせ先 0568-44-0353
補助金の名称

犬山音楽文化協会補助金
(犬山市社会教育団体育成補助金)


